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第１章 計画策定の基本的事項                   

 

１ 計画策定の背景と目的                     

 

（１）計画策定の背景                            

  

 ■消費者の安全確保への取組 

人は誰も、様々な製品やサービスなどを購入して生活を営む消費者です。消費者の安全を確

保することは、まちづくりの重要な目的です。 

消費者を取り巻く環境は時代とともに大きく変化し、大量生産・大量消費の時代を迎え、様々

な消費者トラブルが大きな社会問題となりました。本市では、平成 21 年 5 月に国や鳥取県の

動きに合わせ、消費生活相談員を配置した「消費生活相談窓口」を設けるとともに、平成 22

年 2 月に「鳥取市消費者行政基本方針」を策定し、消費者の安全確保に向けた取組を進めてま

いりました。 

しかし、近年、消費者を取り巻く社会環境は、少子高齢化の進行、情報化の進展による消費

生活のグローバル化など、これまでにない変化を見せています。店頭以外に電話などによる通

信販売やインターネット販売などの新しい取引の増加や、現金以外に電子マネーや暗号資産

（仮想通貨）など様々な決済方法の普及、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大による社会

不安に乗じた悪質商法等の発生など、その変化は大きく、消費者が抱える問題も多様化、複雑

化しており、消費者トラブルによる被害も発生しています。また、令和 4年 4月から、成年年

齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられることとなり、これを契機とした若年者層の消費者トラブ

ルの増加も懸念されます。 

本市でも、消費者安全法の改正に伴い、平成 28 年 4 月に相談窓口を「鳥取市消費生活セン

ター」として整備し、より一層市民に寄り添いながら、様々な消費相談に対応しています。そ

して、消費者の安全を確保するためには、消費者トラブルに巻き込まれないよう、消費に関す

る知識を身に付けて互いに行動することができる消費者を育てることが必要であると考え、未

然防止のための広報や啓発活動に取り組んでいます。 

 

■公正で持続可能な社会の形成の必要性 

   消費生活のグローバル化や大量生産、大量消費の中で、消費者一人ひとりの消費行動が社会

経済の情勢や地球環境に大きな影響を与えています。より良い豊かなまちづくりのためには、

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に

関する行動が、現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼ

し得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会で

ある、消費者市民社会を構築することが必要と考えます。 

消費者市民社会の構築に向けた取組として、地域の活性化や雇用等を含む人や社会・環境に

配慮した消費行動である「エシカル（倫理的）消費」への関心が高まっています。例えば、自

然環境を意識したエコマーク付き商品やＬＥＤ電球の購入、地域活性を意識した地産地消の取

組、障がい者が携わる安全・安心で質の高い商品の購入、レジ袋の有料化や食品ロスの削減へ

の取組など、こうした社会的課題に配慮した消費行動がすでに始まっており、自らの消費行動
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がまちづくりに与える影響を感じていると思います。鳥取県や本市でもその意義の周知に向け、

関連のシンポジウムや各種啓発事業を行っています。 

また、平成 27 年 9 月、国連持続可能な開発サミットにおいて「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）」を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。このＳ

ＤＧｓの 12 番目の目標に「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられており、持

続可能な経済社会の形成に向けて消費者の行動が欠かせなくなっています。我が国においても

平成 28 年 5 月に総理大臣を本部長とした「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設

置され、ＳＤＧｓ実施指針を決定し、目標達成に向けた施策を推進しています。消費者政策に

ついては、消費者の安全確保に関する施策を始め、安心・安全で豊かに暮らすことができる社

会を実現するための施策がこの取組の中に位置付けられています。 

本市においても、誰にも公正でこれからも持続できる社会を作り発展させることでより良い

豊かなまちづくりにつなげるため、自分の消費行動が、社会全体に現在及び将来の世代にわた

って影響を与えるものであることを認識して行動できる、自立した消費者を育てることが必要

と考えます。 

 

 ■国の動向 

  国では、平成 24 年 12 月に「消費者教育の推進に関する法律」(以降、「推進法」という。)

が施行され、消費者教育を総合的かつ一体的に推進することで国民の消費生活の安定及び向上

に寄与することを目的として、国においては消費者教育の推進に関する総合的な施策の策定実

施を責務とし、地方公共団体には国の施策を踏まえて消費者教育推進計画を策定することを努

力義務に定めています。 

推進法施行を受け、平成 25 年 6 月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(以降「基

本的方針」という。)が閣議決定され、消費者教育の推進の意義及び基本的な方向、推進の内

容、関連する他の消費者政策との連携に関する事項を定めるとともに、都道府県消費者教育推

進計画及び市町村消費者教育推進計画の基本となるものとして、推進法第 9条に基づき消費者

教育に関する基本的な方針が示されました。 

この基本方針は、国や地方公共団体の施策の指針となるだけでなく、消費者、消費者団体、

事業者、事業者団体、教職員、消費生活相談員、地域福祉関係者、その他の幅広い消費者教育

の担い手の指針となっています。 

 

 ■県の動向 

鳥取県では、推進法及び基本方針の趣旨を踏まえ、県内の実情や県民の意識・ニーズをとら

え、消費者教育を総合的かつ一体的に推進するため、「鳥取県消費者教育推進計画」を、平成

28 年 3 月に策定しました。その中で、消費者教育の推進に当たっては、次の 3点を重点的に取

り組む内容として設定しています。 

＜重点項目 1＞ 消費生活センターを中心とした体系的な消費者教育の推進 

＜重点項目 2＞ 教育機関における消費者教育の一層の推進 

＜重点項目 3＞ 高齢者・障がいのある人の消費者被害を防ぐ仕組みの確立 
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（２）計画策定の目的                              

 

本市では、消費者である市民誰もが安全な消費生活を送ることができるための「消費者の安

全確保」と、誰にとっても公正で持続可能な社会である「消費者市民社会の構築」を目指し、

国や県の動向を踏まえ、平成 30 年 3 月に「鳥取市消費者教育推進計画」を策定しました。こ

れに基づき、消費者としての学びの場を積極的に作り、誰もが消費者として自立し、活躍でき

るより良い豊かなまちづくりを市民と協働で進めることを目指します。 

２ 消費者教育の定義                        

 

（１）「消費者教育」とは                            

  

  

誰もがどこにいても生涯を通じて消費者教育の機会が得られることが重要だと考えます。また、

消費者の年代や特性に合わせて体系的に学ぶことが効果的と考えます。消費者庁の消費者教育推

進のための体系的プログラム研究会において「消費者教育の体系イメージマップ」がまとめられ、

各年代と「消費者市民社会の構築」「商品等の安全」「生活の管理と契約」「情報とメディア」と

いった 4つの領域でそれぞれ学ぶポイントが体系的に示されています。 

 

図－１「消費者教育の体系イメージマップ」          ※巻末（参考資料）に再掲しています。 

  
 

 

 

「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消

費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を

深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。 （推進法 第 2条） 
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（２）「消費者市民社会」とは                         

   

   

自然環境、エネルギー・資源や食糧などの問題、人権や文化、思想などに関わる問題、雇用や

活性化、災害復興など地域の関わる問題など、様々な問題が私たちを取り巻いています。より良

く豊かな社会をつくるためには、消費者が消費を個人的な目的を満たすだけのものと考えず、社

会、経済、環境等に消費が与える影響を考え、公正で持続可能なより良い社会をつくるという意

識を持って、選択や行動することが強く求められています。 

 

（３）「エシカル（倫理的）消費」とは                      

  

  

消費者庁が平成 27年 5月に設置した「倫理的消費調査研究会」の中で、エシカル消費とは「消

費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者

を応援しながら消費活動を行うこと」としています。そして、消費者・事業者・行政それぞれの

エシカル消費の取組が、「消費者と事業者の協働により Win-Win の関係が作られることが経済の

活性化につながること」や、「持続可能な社会の実現、地域の活性化などの様々な社会的な課題

の解決につながること」などのことが、行政がエシカル消費を推進する意義と必要性であるとし

ています。 

エシカル消費には、「地元産品を購入する（地産地消）」、「食べ残しを減らす」など日常的にす

でに実践している消費行動が多く含まれています。「エシカル消費の分類イメージ」は普段の消

費行動を分類し、エシカル消費の取組内容をわかりやすく示しています。 

 

 

 

 

 

 

「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相

互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の

社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持

続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 （推進法 第 2条） 

（エシカル（倫理的）消費とは） 

地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動 

(消費者基本計画より) 

図－２「エシカル消費の分類イメージ」 

（鳥取県消費生活センター「エシカル消費啓発テキスト 今まで知らなかった大切なことば エシカル」より） 
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３ 計画の位置づけ                         

推進法第 10 条第 1項に基づき、国の基本方針及び「鳥取県消費者教育推進計画」（以下「県推進

計画」という。）を踏まえ、鳥取市における消費者教育の推進に関する施策を策定します。 

 

  図‐３ 計画の位置づけ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間                             

本計画の期間は令和 3年度から令和 7年度までの 5ヵ年に設定します。 

また、国の動向や県の取組の実施状況を踏まえ、必要に応じて計画の修正・見直しを行うものと

します。 

 

（国） 
消費者教育の推進に関する法律 

（推進法） 

（平成 24年 12 月施行） 

   

消費者教育の推進に関する基本的な方針 

(基本方針) 

（平成 25年 6月閣議決定） 

（平成 30年度～令和 4年度の 5ヵ年） 

（市) 

第 11 次鳥取市総合計画 
（令和 3年 3月策定） 

【基本計画】 

まちづくりの目標 3－政策 1  

 基本施策 3 

安全・安心な消費生活の確保 

（県） 

鳥取市消費者行政基本方針 

（平成 22年 2月策定） 
 

【5 つの方針】  

③消費者の自立支援 

 

鳥取市消費者教育推進計画 
 

（令和 3年度～令和 7年度の 5ヵ年） 

鳥取県消費者教育推進計画 
（平成 31年 3月策定） 

（平成 31年度～令和 5年度の 5ヵ年） 


